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300㎡以上の住宅にかかる 

省エネ計画の届出 
 対応は万全ですか？  

300㎡以上の建築物の新築・増改築を行う場合、平成29年４月1日
より「建築物省エネ法」に基づき、省エネ措置の届出が義務付けられて
います。 

省エネ計画が省エネ基準に適合していない場合、所管行政庁より計画の変更等の指示・命令が行われる場合があります。 

住宅保証機構がサポートいたします！ 

「まもりすまい保険」10周年記念 
特別価格にて省エネ計算のサポートいたします！ 

サービス内容の詳細は裏面をご覧ください 

でも・・・・届出書の作成や 
省エネ計算ってめんどうくさいな・・・・。 

新築 

増築 

届出 

（着工の 
21日前まで） 

所管行政庁 

着工 

住宅 

①届出に必要な書類一式の作成 
②所管行政庁からの問合せ対応 

戸あたり 
10,000円 

から 

 
。 

今がチャンス！ 
詳細は裏面をご覧ください。 

まもりすまい保険をご利用のみなさま 



キャンペーン料金 （税別） 

② 所管行政庁からの問合せ対応 
届出した内容について所管行政庁から問合せや補正指示があった場合は、無料で対応いたします。 

● 省エネ基準に満たない場合の仕様提案 
● 光熱費シミュレーション（住戸ごとに年間光熱費を概算） 

オプションで以下のサービスも行っております。料金は別途お問合せください。 オプション 

料金と納期 

β次に該当する住宅は、別途、御見積もりをさせていただきます。事前にメールにて図面（平面・立面図）をお送りください。 
   ａ.住宅の用に供しない店舗等がある住宅 
   ｂ.平面や立面にＲ形状や９０度以外の角度がついた壁がある住宅 
   ｃ.半地下がある住宅、敷地内のＧＬが一定でない住宅 

納 期：受理証発行後、10営業日後（住戸数10戸以内の場合） 

最終成果物 

｢届出書｣をはじめ届出に必要な書類一式を整え、ご提供いたします。 

① 届出に必要な書類一式の作成 

サポート内容 〈利用いただけるご住宅〉 
「まもりすまい保険」をご利用いただく300㎡以上の共同住宅 

〒105-0011東京都港区芝公園3-1-38 芝公園三丁目ビル  
TEL.03-6435-8863 営業企画課 

https://www.mamoris.jp/ 

（1）省エネ措置の届出書（必要事項記入済み） 

（2）計算書・根拠図 

   ・外皮平均熱貫流率（UA値）  

  ・冷房期/暖房期おける平均日射熱取得率（ηAC値/ηAH値） 

  ・一次エネルギー消費量計算結果 

  （建築研究所の一次エネルギー消費量計算プログラムを    

     利用した入力結果） 

  ・外皮面積算出根拠図 

  ・用途別面積根拠図 

（3）使用する設備機器のカタログ等 

   （省エネ計算に加味することができる設備機器のみ） 

住戸数 基本料金 

2戸~10戸 12,000円 

11戸~30戸 17,000円 

31戸以上 25,000円 

+ 1住戸あたり 

+ 11,000円 

+ 10,500円 

+ 10,000円 

住戸数 基本料金 

2戸~10戸 15,000円 

11戸~30戸 25,000円 

31戸以上 35,000円 

+ 1住戸あたり 

+ 12,000円 

+ 11,000円 

+ 10,500円 

標準料金（税別） 

    「まもりすまい保険」10周年記念キャンペーン   

まもりすまい保険をご利用のみなさまに特別価格にて作成いたします。 

17,000円＋（10,500円× 14戸） 
＝164,000円〔税別〕 

【料金例】 住戸数14戸の場合 

25,000円＋（11,000円× 14戸） 
＝179,000円〔税別〕 

標準料金
（税別） 

キャンペーン 
料金（税別） 

【基本料金】 【基本料金】 

使用期限：2019-03-31まで 

（省エネ計算のお申込が2018/10/1～2019/3/31まで）    


